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第６節 救急医療体制

１ 現 状
○ 救急医療は「医の原点」といわれており、救急医療資源に限りがある中で、地

域住民の誰もが適切な救急医療を受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、

質の高い効果的な救急医療体制を確保することが重要です。

○ 上川北部圏域においては、上川北部消防事務組合と士別地方消防事務組合の二

つの消防事務組合を中心として、救急搬送体制を担っています。上川北部圏域の

救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送人員を例にとると令和２年の

2,572人から令和５年の3,008人と、この４年間で約17％増加しています。

○ その背景として、高齢化の進行や少子化、核家族化、夫婦共働きなど生活環境

の変化、救急医療や救急車利用に対する地域住民の意識の変化などが挙げられま

す。

○ また、受入施設の関係等から１時間以上の長時間救急搬送人員は、令和２年で

は全体の10.2％に当たる272人でしたが、令和５年では全体の9.6%に当たる289人

となっており、このうち管外は214人となっています。

○ 住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が二次救急医療を担

う病院へ集中し、これに伴い病院勤務医への負担が増大するなどの問題が生じて

います。

【救急搬送人員の推移】 （単位：人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
区 分

うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者
18歳未満 59 23 83 40 88 45 92 42

上川北部
18-64未満 323 147 348 166 427 201 407 197

(名寄･下川･美深
65歳以上 1,003 283 1,118 371 1,112 304 1,217 344

･中川･音威子府)
小計 1,385 453 1,549 577 1,627 550 1,716 583
18歳未満 46 2 42 24 65 40 62 36

士別地方 18-64未満 268 129 272 127 271 142 239 139
65歳以上 873 219 875 264 953 296 991 356
小計 1,187 350 1,189 415 1,289 478 1,292 531

うち 18歳未満 42 0 42 24 58 37 60 34
上川北部圏域 18-64未満 247 119 255 120 253 133 222 131
(士別･和寒･剣淵) 65歳以上 830 210 820 250 893 282 938 338

小計 1,119 329 1,117 394 1,204 452 1,220 503
18歳未満 105 25 125 64 153 85 154 78
18-64未満 591 276 620 293 698 343 646 336

合計
65歳以上 1,876 502 1,993 635 2,065 600 2,208 700
合計 2,572 803 2,738 992 2,916 1,028 3,008 1,114

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）
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【傷病・収容所要時間別搬送状況（令和５年）】 （単位：人）

30分未満 30～60分未満 60分以上
区 分

うち管外 うち管外 うち管外
急病 621 0 486 0 25 3

上川北部 交通事故 16 0 40 0 14 1
(名寄･下川･美深 一般負傷 126 0 100 0 8 0
･中川･音威子府) その他 53 0 128 4 99 75

小計 816 0 754 4 146 79
急病 444 10 266 92 67 63

交通事故 29 0 28 4 8 8
士別地方 一般負傷 86 1 60 16 17 14

その他 23 4 213 204 51 50
小計 582 15 567 316 143 135
急病 438 10 262 90 41 37うち

交通事故 29 0 26 2 7 7上川北部圏域
一般負傷 83 0 59 16 10 7

(士別･和寒･剣淵) その他 23 4 202 194 40 39
小計 573 14 549 302 98 90
急病 1,065 10 752 92 80 66

交通事故 45 0 68 4 22 9
合計 一般負傷 212 1 160 16 25 14

その他 76 4 341 208 150 125
小計 1,398 15 1,321 320 289 214

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

（救急医療提供体制）

○ 上川北部圏域では、上川北部地域救急業務高度化推進協議会を設置し、救急業

務の高度化と救命率の向上を図るため、救急活動の各種事後検証等の症例研究会

と救急隊員研修会を開催しています。

○ 各救急告示医療機関及び消防機関等では、比較的軽度な救急患者に対する初期

救急医療から重症の救急患者に対する二次救急医療、重篤な救急患者の救命医療

を担う三次救急医療までの体系的な医療体制や救急搬送体制を確保しています。

初期救急医療

○ 上川北部圏域において、初期救急医療は、上川北部医師会等の協力によって、

在宅当番医制により体制を確保しており、地域の開業医や市町村等が設置してい

る医療機関が、休日診療を行っています。

○ 令和５年度の参加医療機関数は21施設（７病院、14診療所）で名寄市立総合病

院と士別市立病院を除く受け入れ患者数は299人となっており、令和２年度の160

人より患者数は増加しています。

（令和６年４月１日現在）

一般社団法人上川北部医師会
在 宅 当 番 医 制 の 実 施

21医療機関

※ 上川北部医師会提供データ（令和６年６月）
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二次救急医療

上川北部圏域において、入院治療を要する重症救急患者に対する二次救急医療

は、病院群輪番制参加医療機関を中心とした救急告示医療機関により、24時間365

日体制で医療を提供しています。

なお、心疾患や脳血管疾患等の病状によっては、地元の救急告示医療機関を経

由せずに専門医がいる名寄市立総合病院へ搬送されるため、同病院へ重症救急患

者が集中する傾向があります。

（令和６年４月１日現在）

二次救急医療機関（計） ７施設

救急告示医療機関 ７施設（名寄市立総合病院☆、士別市立病院☆、

町立下川病院、美深厚生病院、

医療法人臨生会吉田病院、中川町立診療所、

音威子府村立診療所）

※ 北海道医療計画第１０章別表１０ ☆病院群輪番制参加医療機関

三次救急医療

○ 心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療

を担う三次救急医療は、全ての第三次医療圏において、24時間365日体制で救命

医療を行う救命救急センターにより体制を確保しています。

○ 上川北部圏域が属する第三次医療圏（道北）では、上川中部圏域において旭川

赤十字病院及び旭川医科大学病院が、上川北部圏域において名寄市立総合病院が、

救命救急センターに指定されています。

○ 名寄市立総合病院では、上川北部圏域にとどまらず、宗谷、留萌、遠紋等の第

二次医療圏の一部からも、広範囲熱傷や超未熟児以外のほぼ全ての救急患者を受

け入れ、三次救急医療機関として機能しています。

○ 第三次医療圏（道北）では、重篤救急患者の救命率の向上などを図るため、医

師、看護師が搭乗して救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、救命治療を

行う道北ドクターヘリを旭川赤十字病院を基地病院として、導入しています。

○ 名寄市立総合病院においては、平成27年10月からドクターカーの運行を開始し、

遠方から患者搬送する救急車にドクターカーの医師が乗り込んで救命治療を行っ

ています。

救急搬送

○ 救急搬送は、救急車のほか、ドクターヘリ、消防防災ヘリコプター等の活用に

より実施しています。

○ 上川北部圏域では、令和６年４月現在11台の救急車を有しており、士別市、

和寒町、剣淵町が士別地方消防事務組合を、名寄市、下川町、美深町、音威子府村、

中川町が上川北部消防事務組合を組織し、この地域における消防・救急搬送の役

割を担っています。

○ また、消防機関と医療機関との連携のもと、救急搬送途上等における救急医療

の質の向上を図るため、特定医療行為に係る研修体制の確保、上川北部救急業務

高度化推進協議会を開催するなど、メディカルコントロールに基づく病院前救護

体制＊の充実を図っています。

＊ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、

救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示または指導・助言等の下に救命救急士等が気管挿管等の医行為を

実施すること。
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【ドクターヘリ出動件数の推移（平成30年度～令和４年度）】 （単位：件）

区 分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

道北（参考） 427 417 289 329 321

上川北部圏域 29 31 24 33 34

＊道北ドクターヘリ運航調整委員会実績報告書

【ドクターカー出動件数の推移（平成30年～令和４年）】（単位：件）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

運行件数 40 23 32 20 12

＊名寄市立総合病院 救急年報

【管内の救急車所有台数及び搬送件数（令和５年）】

救 急 車 台 数消 防 署
※全て高規格救急車

救急搬送人員

（単位：台） （単位：人）

名 寄 ３ 1241

上川北部 下 川 １ 146

美 深 １ 246

音威子府 １ 28

中 川 １ 55

士別地方 士 別 ３ 1057

和 寒 １ 163

剣 淵 ０ 0

幌 加 内 １ 72

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急当番医療機関等を電話やインターネット等で確認できる｢北海道救急医療･

広域災害情報システム＊１」により情報提供しているほか、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）＊２の使用方法を含む救急法等講習会の実施やＡＥＤの設置促進、ポ

スター・リーフレット等の配布等により救急医療機関や救急車の適切な利用に関

する普及啓発を行っています。

○ 病院前救護活動を充実させるため、上川北部圏域内市町村では、ＡＥＤがすべ

ての市町村で設置されており、設置台数は令和６年６月現在で215台＊３となって

います。

＊１ 北海道救急医療･広域災害情報システム：医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをコンピュータネットワークで

結び、休日、夜間の救急医療対応医療機関情報の道民への提供や、消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・

提供等を行うシステムのこと。

＊２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillator の略。心室細動等による心停止者に対し、必要な場合

にのみ心臓に電気ショック（除細動）を実施することができる機器で、平成16年７月から一般市民が使用できるようになった。

＊３ ＡＥＤ台数：一般財団法人日本救急医療財団ホームページ
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２ 課 題
（初期救急医療体制及び二次救急医療体制の充実）

上川北部圏域では、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているとともに、

地域住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が多く、二次救急

病院勤務医の負担が増大している状況です。このため、初期救急医療と二次救急

医療を担う医療機関の役割分担と連携体制の強化が求められています。

（三次救急医療体制の充実）

上川北部圏域では、平成27年８月に名寄市立総合病院が、三次救急を担う救命

救急センターとして指定され、その機能と体制の維持・充実が求められています。

（救急搬送体制の充実）

メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の一層の充実が求められてい

ます。

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く地域住民に提供するために、北海道救急医療・広

域災害情報システムの充実やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を開催する

必要があります。

○ 上川北部圏域では、軽症者や、夜間のコンビニ受診によって救急外来受診者が
多く、そのため医療従事者の負担が増大し、継続的な救急医療提供に支障をきた

しています。

特に医師の厳しい勤務実態について住民の理解を深め、可能な限り通常診療時

間内の受診を求めるなど、なお一層の救急外来の適切な利用の普及啓発に取り組

む必要があります。
○ 上川北部圏域は南北に長大であるため、二次救急医療機関まで救急搬送に要す

る時間は患者の居住地によって異なります。疾患の早期発見、早期治療に努め、

また、治療を継続することで、症状を悪化させないことの重要性を住民に普及

啓発していく必要があります。

○ 高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院、退
院あるいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保険施設などとの連

携強化が必要です。

○ 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受け入れられるよ

うな環境の整備を進めるため、住民や医療従事者向けに人生会議（ＡＣＰ：アド

バンス・ケア・プランニング）に関する研修会を開催するなどの取組が必要です。

３ 必要な医療機能
（初期から三次に至る救急医療体制の充実）

重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期から三次救急医療に至る
体系的な医療提供体制の充実を図るとともに、救急医療機関の負担軽減や病床確

保を図るため、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、かかりつけ医

等の医療機関や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。

また、令和６年４月に施行の医師の時間外・休日労働の上限規制に適切に対応

した医療体制の確保が必要です。

（病院前救護及び救急搬送体制の充実）

ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の地域住民への普及及び本道の広域性を考慮

し、救急車等による陸路搬送のほか、ヘリコプター等による搬送も活用したより

迅速な救急搬送体制の整備を図ることが必要です。
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また、救急患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療

機関への受入が適切に行われるための取組が必要です。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）
新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立で

きるような体制を構築することが必要です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

在宅当番医制等初期救急医療の

確保市町村割合（％）
100 維持

病院群輪番制病院数 ２ 維持
北海道医療計画
第10章別表

救命救急センターの整備数 １ 維持 （Ｒ６.６月現在）

１機体制
ドクターヘリの導入

（道北DH）
維持

救急自動車による搬送時間が 士別地方消防事務組合及び上川

１時間以上の救急患者割合（％） 9.6 維持 北部消防事務組合提供デ－タ

（令和５年実績）

５ 数値目標等を達成するために必要な施策
（初期救急医療体制の充実）

○ 市町村を単位として初期救急医療を維持します。

○ 在宅当番医制の運営については、診療所等の積極的な参加を促進するとともに、

インフルエンザなどの感染症の流行等にも適切に対応できるよう、医師会や保健

所、二次・三次救急医療機関との連携に努めます。

（二次救急医療体制の充実）

○ 原則、第二次医療圏を単位として重症患者の救急医療を24時間365日体制で実

施します。

○ 上川北部圏域においては、休日・夜間の初期救急医療を二次救急医療機関が担

っているなどの状況を踏まえ、初期・二次医療機関の医療機能の明確化と役割分

担の適正化のため、医療機関、消防機関等の関係機関の連携を一層推進します。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフ

ト／シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効

率化を推進します。

（三次救急医療体制の充実）

○ 上川中部圏域の三次救急医療機関と連携し、重篤・重症患者に対する救命医療

を確保し、救命率の向上を図ります。

○ 名寄市立総合病院においては平成27年８月に救命救急センターとして指定を受

けており、機能と体制の維持・充実に努めます。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフ
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ト／シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効

率化を推進します。

（救急搬送体制の充実）

○ 名寄市立総合病院のヘリポートを活用した消防防災ヘリ、ドクターヘリによる

患者の受け入れ体制及びドクターカーによる救命治療の充実を図ります。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図るとともに、救急

患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関への受入

が適切に行われるための取組を推進します。

（地域住民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く住民に提供するために、北海道救急医療・広域災

害情報システムの周知を図るほか、ＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を消

防機関と協力し開催します。

○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する

普及啓発を行います。

○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携

を図ります。

○ 道民や医療従事者向けの研修会を開催するなど人生会議（ＡＣＰ：アドバンス

・ケア・プランニング）に関する普及啓発を行います。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）

○ 新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

６ 医療機関等の具体的な名称

初期・二次救急医療機関
【初期救急医療機関及び二次救急医療機関（上川北部）】 令和６年４月現在

第三次 第二次 初期救急医療機関 二次救急医療機関

医療圏 医療圏 市区町村 在宅当番医制 救告 輪番 診療所 ★救急告示 ●輪番参加 ○診療所

道北 上川 士別市 上川北部医師会 ★ ● 士別市立病院

北部 名寄市 〃 ★ ● 名寄市立総合病院

和寒町 〃 ★ 医療法人臨生会吉田病院
剣淵町 〃 ★ 町立下川病院

下川町 〃 ★ ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院

美深町 〃 ★ ○ 音威子府村立診療所

音威子府村 〃 ★ ○ 中川町立診療所

中川町 〃
施 設 数 ７ ２ ２
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三次救急医療機関

【救命救急センター（道北３施設）】 令和６年４月現在

第三次 第二次
医療圏 医療圏

病 院 名 指 定 年 月 日

（DH）旭川赤十字病院 昭和53年７月10日
道北 上川中部

旭川医科大学病院 平成22年10月１日

上川北部 ● 名寄市立総合病院 平成27年８月１日

●：地域救命救急センター DH:ドクターヘリ基地病院

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割
○ 夜間や休日等に、急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、各郡市歯科医
師会が実施する歯科診療所の輪番制又は歯科保健センターを活用した休日救急歯

科医療体制を支援します。

○ 口腔顎顔面外傷に対する歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との病診

連携や医科歯科連携の充実に努めます。

８ 薬局の役割
休日・夜間の処方せん受入体制については、薬局による輪番制や当番医療機関

の近隣薬局での対応が行われています。今後とも、休日・夜間の診療体制など、
地域の実情に合わせ、薬局が相互に連携し、休日・夜間における調剤応需のほか、

市販薬を含めた医薬品等の供給体制の充実に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割
○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との

連携の下、治療の継続を支援します。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、

本人・家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。
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＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（令和5年4月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 15施設 ]

○在宅当番医制 [ 124市町村

～41郡市医師会：約1,300施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[1３施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制参加医療機関 ［ 137施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 274施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携
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